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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年４月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月１９日 １２時４０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市林崎漁港北西方沖 

 林崎港５号防波堤灯台から真方位３１２°１,３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.１′ 東経１３４°５７.３′） 

事故の概要  水上オートバイYURARIKI
ユ ラ リ キ

は、西北西進中、また、水上オートバイニ

ューペケは、北東進中、両船が衝突した。 

 ニューペケは、船長が負傷し、右舷エンジンフードに亀裂を生じ、

また、YURARIKI は、左舷船底部に剝離及び擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年１０月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ YURARIKI、０.１トン 

   ２６０－４７６６１兵庫、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１２.０kＷ、平成２５年７月 

Ｂ 水上オートバイ ニューペケ、０.１トン 

   ２６０－４５４８５兵庫、個人所有 

   １.９７ｍ（Lr）×０.６２ｍ×０.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５８.９kＷ、平成１９年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１２年４月１８日 

    免許証交付日 平成２２年３月２６日 

           （平成２７年６月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１５年８月２５日 

    免許証交付日 平成２５年６月６日 

           （平成３０年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 左舷船底部に剝離及び擦過傷 

Ｂ 右舷エンジンフードに亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、林崎漁港北西方沖を仲間の水上

オートバイ４台と共に約７０㎞/h の速力で西北西進中、明石市藤江

所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）から出航してきた

水上オートバイを船首方に認め、同水上オートバイを右舷側に見て通

過した。 

 Ａ船は、船長Ａが、続けて水上オートバイが本件マリーナから出航

してくるのではないかと思い、右舷船首方を見ていたところ、船首方

至近にＢ船を認め、平成２６年１０月１９日１２時４０分ごろＡ船の

船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件マリーナを出発し、海岸沿

いに設置されているのり網を水上オートバイのレースコースに見立て

て３周し、本件マリーナに帰ろうとして約５０㎞/h の速力で北東進

中、右舷方に陸岸に沿って西北西進しているＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船が減速してもＡ船の前方に進出できると思い、約３

０㎞/h に減速して左転し、北進する体勢となったところで、Ａ船の

後方にいた２隻の水上オートバイの動向を見て本件マリーナに向けよ

うと、約５㎞/h に減速して右舷後方を振り返ったところ、至近に迫

ったＡ船を視認した。 

Ｂ船は、同じ針路及び速力でＡ船と衝突した。 

 船長Ａは、衝突により落水した船長Ｂを救助しようとしたが、船長

Ｂの負傷状況からＡ船に引き上げると傷に障ると思い、海に飛び込

み、船長Ｂの救命胴衣をつかんで本件マリーナ付近の海岸に泳ぎ着い

た。 

本件マリーナの店員は、負傷者がいるのを見て１１９番通報した。 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれの友人により、発進場所に戻された。 

 船長Ｂは、救急車で病院へ搬送され、右腓
ひ

骨骨折及び肋骨多発骨折

並びに全身打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、Ｂ船の左転をＡ船が見ているだろうから、Ｂ船が、Ａ船

の前を航行する態勢となっても、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思

っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、林崎漁港北西方沖を西北西進中、船長Ａが、本件マリーナ
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から水上オートバイが出航してくるのではないかと思い、右舷船首方

を見ていて前路の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に

気付かずに航行してＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、林崎漁港北西方沖を北東進中、船長Ｂが、Ｂ船がＡ船の前

を航行する態勢となっても、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、

Ａ船の前路に向けて左転するとともに減速したことから、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、林崎漁港北西方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が

北東進中、船長Ａが、本件マリーナから水上オートバイが出航してく

るのではないかと思い、右舷船首方を見ていて前路の見張りを適切に

行っておらず、また、船長Ｂが、Ｂ船がＡ船の前を航行する態勢とな

っても、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、Ａ船の前路に向けて

左転するとともに減速したため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２６年１０月１９日 
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